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訪問看護ステーション 管理者 様 

 

公益社団法人 滋賀県看護協会 

会長  草野 とし子 

 

令和 7 年度 訪問看護師定着支援事業費補助金（訪問看護ステーション対象） 

にかかる交付要綱の送付及び交付申請の希望について 

 

平素は、当協会の運営にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、在宅医療を担う訪問看護ステーションの人材確保定着を目指し、標記事業を県より補助を

受けて行っております。本年度の補助金交付要綱を制定しましたので通知します。 

交付申請を検討される事業者は、下記（1）（2）事業の各要綱および各要確認事項等を必ずご一

読のうえ、交付対象事業所か否かをご確認いただき、申請希望受付フォーム※（下記②参照）に記

入し送信してください。 当方で確認後、概ね2週間以内に申請書等、必要な書類のデータをメール

添付で送付します。※申請希望受付開始日：令和7年7月23日（水） 

なお、県内全ての事業所に平等に当補助金を活用いただく為に、当事業予算を超過する申請が

あった場合は交付実績の有無等、当方の定める優先順位に基づき選定を行います。 

また、補助金交付の事務処理上、12/2～3/31の間に採用された方は（年度に関わらず）当事業の

対象とはなりません。１施設でも多くの事業所に交付したいところですが、ご理解下さい。 

交付決定通知発出は令和8年1月末～2月初め頃となりますのでご了承ください。 

 

記 

①事業種 ※詳細は【送付物】(下記◎2 点)をご確認下さい。 

（１）新人訪問看護師定着支援事業  （２）リスタートナース訪問看護定着支援事業 

【送付物（当紙以外）】 

◎（１）新人訪問看護師定着支援事業-要綱・要確認事項（両面刷り・左 2 ヶ所ホチキスとめ） 

◎（２）リスタートナース訪問看護定着支援事業-要綱・要確認事項（両面刷り・左 2 ヶ所ホチキスとめ） 

②申請希望受付フォームの URL（二次元バーコード）： https://shiga-kango.jp/pages/938/ 

 ※申請希望受付フォームは令和 7 年 7 月 23 日より表示されます。 

      

              

公印 

省略 

公益社団法人滋賀県看護協会 訪問看護支援センター （担当：村岡） 

〒525-0032 滋賀県草津市大路二丁目 11番 51 号       E-mail：svn-shien@shiga-kango.jp 

TEL：077-564-6708（訪問看護支援センター）        FAX：077-562-8998 

申請を希望される場合、補助対象者を採用した、もしくは採用予定となった時点

で申請希望受付フォームに記入し提出してください。 

最終申請受付締め切り：令和 7 年 12 月 10 日（水） 
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